
第６８回大野市介護保険運営協議会・第３回大野市高齢者福祉計画策定委員会概要 

 

 令和２年１１月１０日（火）午後７時から午後８時３０分 

結とぴあ３階 ３０２号室 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．議題 

 （１）高齢者をめぐる現状について【資料 １ Ｐ４～】 

    ＜事務局別添資料に基づき説明＞ 

   【意見等】 〇６、１５、１６ページの国勢調査を基にしている数字は、平成２７年度が最

新とのことだが、本年度実施している国勢調査の結果を掲載することはでき

ないのか。 

         →本計画策定までに国勢調査の結果が集計され、データが間に合えば令和２年

度分を追加して掲載したい。 

 

（２）介護保険サービスの目標量等について【資料 １ Ｐ２４～】 

    ＜事務局別添資料に基づき説明＞  

〇各サービスの現状の令和 2 年度の数値は、注記で 10 月の利用者数と記載しているが、

現在確定している 8月の数値となっている。12月には 10月の数値が確定するため、次

回の策定委員会では、10月の数値に変更し、改めて傾向をお示ししたい。 

また、今回の第 8期介護保険事業計画は、令和 7年（2025年）と令和 22年（2040年）

を見据えて作成することとされているため、各サービス目標量には 3 年間の計画期間

に、令和 7年度と令和 22年度を加えている。 

 

【意見等】 〇Ｐ25の「訪問介護の実施状況」だが、令和 2年度の利用回数実績が 33,342回

で、令和3年度の見込量が43,572回と約30％増であるが何か理由があるのか。 

        →今後 10月の実績値をみて精査したい。 

        〇Ｐ42 の介護老人保健施設の入所状況の表中、入所者数の市外施設のところは、

上の①現状と課題の説明には奥越圏域とあるが、奥越圏域以外の施設も含めて

いるのか。 

        →奥越圏域のみなので、注記に「市外は奥越圏域の施設のみ」というような文書

の追加を検討する。 

         〇Ｐ40の「特定施設入居者生活介護」は、10月の実績との説明だが予防給付の 4

人の数値は正しいのか。今後の目標値もどのように試算したのかお聞きしたい。 

        →予防給付の実績値は、確認させていただきたい。計画については低く見積って

いるため、10月の実績をみて目標値についてはもう少し上げるかどうか検討し、

今後修正していく。 

        〇Ｐ27の「訪問看護」の一番下の部分であるが、重度の在宅要介護者が増加する



ということで「現在の状態を維持」とあるが、これは施設数を維持するという

ことか。また「訪問看護を充実する」とあるが、重度の在宅要介護者にも対応

できるようにという文言を加えてはどうか。 

        →事業所数の増加は今すぐには見込めないが、サービスの質を充実する方向を考

えているため、文言の修正をしたい。 

        〇Ｐ39の表「居宅療養管理指導」は、目標値が令和 22年度まで同じであるが、

高齢化が進むと予測され利用者がもう少し増加すると考えられるので、同じ目

標値では違和感がある。 

        →高齢化率は高くなると予測しているため、修正を検討したい。 

 

 （３）地域密着型サービスの推進について【資料 １ Ｐ４４～】 

    ＜事務局別添資料に基づき説明＞ 

【意見等】 〇前回の会議時にニーズ調査結果の説明を受け、今回の計画にどれだけ反映さ

れているか資料を見たら、反映されているところはこの地域密着型サービス

のところだけである。アンケートの結果を何かの形で表に出し、意見を反映

させる材料としていくとよいのではないかと提案申し上げる。 

         →「地域支援事業」の中で、調査結果を反映できるのではないか見直したいと

思う。 

            

 （４）地域支援事業について【資料 １ Ｐ５４～】 

＜事務局別添資料に基づき説明＞  

【意見等】 〇厚生労働省が、総合事業を使っている人が要介護になっても同じ事業所を利

用できるように制度改正を考えているとの記事が出ていた。 

       もし、その制度改正を導入すると、給付費の算定に影響を及ぼすのではな

いかと思うが、どのように考えているのか。 

         →本市の場合、総合事業を使っている人が介護になってもそのまま同じ事業所

を使える人がほとんどであるため、現在のところ、国が示している制度改正

を導入しようとは考えていない。 

      〇Ｐ61「介護給付費等費用適正化事業」の「要介護認定の適正化」であるが、

要介護認定の点検を 100％としているが、調査結果に間違えがあり指摘した

件数等を計上するなら分かるが、当然行っていることを目標値にしても意味

がないのではないか。 

認定調査結果の点検率を計画するのではなく、適正化事業の内容を計画

にあげるべきではないか。 

         →今回の第 8期介護保険事業計画では、介護給付費適正化計画について充実す

るよう国から指針が示されてるため、資料のように盛り込む案を作成したが、

再度書き方を検討し次回お示ししたい。 

      〇P59「権利擁護事業」には、第 7期介護保険事業計画（P56）に掲載されてい

た虐待相談件数が削除されているが、第 8期介護保険事業計画では載せない

のか。 



最近、虐待のことは一般的に言われているので必要であると思う。実態や

対策もある程度表さないといけないのではないか。 

      →第 7期介護保険事業計画とあまり数値が変わらないため削除したが、計画に

あげたほうが良いというご意見ならば、追加することとしたい。 

 

４．報告事項 

（１）地域密着型サービス事業所の指定について【資料 ２】 

    ＜事務局別添資料に基づき説明＞ 

    【意見等】 特になし 

 

５．その他 

  次回の運営協議会・策定委員会は１月中旬を予定している。今回いただいたご意見などを基に

計画素案をお示しする予定なので、ご審議いただきたい。 

 

 

６．閉会あいさつ 


